
 

 

第１８回 岐阜県トラック輸送における取引環境・ 
労働時間改善地方協議会 

 

 

日 時：令和５年９月２２日（金）１４時００分～１５時３０分 

場 所：一般社団法人岐阜県トラック協会 会議室 

岐阜市日置江２６４８番地の２（岐阜県自動車会館３階） 

 

 

議 事 次 第 

 

 

１．開 会 

 

２．挨 拶（岐阜労働局労働基準部長） 

 

３．議 題 

 

（１）２０２４年問題への対応状況について【資料１】 

  

（２）トラック運転者の働き方改革に向けた厚生労働省の取組【資料２】 

  

（３）令和５年度の協議会における取組について【資料３】 

 

４．挨 拶（中部運輸局自動車交通部次長） 

 

５．閉 会 

 

 

 

【配布資料】 

・議事次第 

・岐阜県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会委員名簿 

・第 18 回 岐阜県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 出席者名簿 

・第 18 回 岐阜県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 配席図 

・資料１：２０２４年問題への対応状況について（中部運輸局） 

・資料２：トラック運転者の働き方改革に向けた厚生労働省の取組（岐阜労働局） 

・資料３：令和５年度の協議会における取組について（岐阜運輸支局） 

 



 

 

岐阜県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

 

 

 土井 義夫   朝日大学大学院経営学研究科 教授 

 森  健二   岐阜県商工会議所連合会 専務理事 

 安藤 正弘   一般社団法人岐阜県経営者協会 専務理事 

高橋 義信   一般社団法人岐阜県経済同友会 専務理事 

 上口 隆一   株式会社バローホールディングス 流通技術本部 物流部長 

会津 彰太   カヤバ株式会社 生産管理部 部長 

 野崎  剛     カヤバ株式会社 生産企画部 部長 

 内木 年人     日本労働組合総連合会岐阜県連合会 副会長 

 高橋 英彦   全日本運輸産業労働組合岐阜県連合会 執行委員長 

田口 利寿   一般社団法人岐阜県トラック協会 副会長 

西濃運輸株式会社 相談役 

 広瀬 真人   中部急送株式会社 取締役会長  

 清水 豊太郎  清水産業有限会社 代表取締役会長 

中嶋 孝典   有限会社岐阜通運 代表取締役 

 千葉 登志雄  岐阜労働局長 

 金子 正志   中部運輸局長 

 田中 秀一   岐阜運輸支局長 

 

 

オブザーバー 

 本多 展浩   中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 課長 

 上原 教克   東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課 課長 
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【資料１】

２０２４年問題への対応状況について



1

「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」について

＜構成員＞
議 長 内閣官房長官
副議長 農林水産大臣

経済産業大臣
国土交通大臣

構成員 内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全担当）
国家公安委員会委員長
厚生労働大臣
環境大臣

※上記のほか、公正取引委員会委員長の出席を
求める。 「物流革新に向けた政策パッケージ」を決定（令和5年6月2日）

■総理指示（令和5年3月31日）
•物流は国民生活や経済を支える社会インフラですが、担い手不足、カーボンニュートラ
ルへの対応など様々な課題に直面しています。物流産業を魅力ある職場とするため、ト
ラックドライバーに働き方改革の法律が適用されるまで、明日でちょうど１年となります。
•一方、一人当たりの労働時間が短くなることから、何も対策を講じなければ物流が停
滞しかねないという、いわゆる「2024年問題」に直面しております。
•これに対応するため、荷主・物流事業者間等の商慣行の見直しと、物流の標準化や
ＤＸ・ＧＸ等による効率化の推進により、物流の生産性を向上するとともに、荷主企
業や消費者の行動変容を促す仕組みの導入を進めるべく、抜本的・総合的な対応が
必要です。
•このため、物流政策を担う国交省と、荷主を所管する経産省、農水省等の関係省庁
で一層緊密に連携して、我が国の物流の革新に向け、政府一丸となって、スピード感を
持って対策を講じていく必要があります。
•そこで、１年以内に具体的成果が得られるよう、対策の効果を定量化しつつ、６月上
旬を目途に、緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として取り
まとめてください。

• 荷主、事業者、一般消費者が一体となって我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関
の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、令和5年3月31日に「我が国の物
流の革新に関する関係閣僚会議」を設置。

• 同年6月2日に第2回を実施し、商慣習の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について、
抜本的・総合的な対策をまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」を決定。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入(※)

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む）
⑤ 物流に係る広報の推進

① 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）
② 「物流GX」の推進

（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等）
③ 「物流DX」の推進

（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等）
④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）
⑤ 道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援
⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
⑨ ダブル連結トラックの導入促進
⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進(※)

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化(※)

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的措置等の導入(※)

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、物流コスト込み取引価格等の見直し
③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入(※)

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（トラックGメン（仮称））
⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み(※) 

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

１．具体的な施策
（１）商慣行の見直し

（２）物流の効率化

（3）荷主・消費者の行動変容

２．施策の効果（2024年度分）

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

３．当面の進め方

合計： 14.3ポイント

2024年初

2023年末まで

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」
「標準的な運賃」の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

速やかに実施 ・ 2024年における規制的措置の具体化を前提とした
ガイドラインの作成・公表等

令和5年6月2日
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議

2024年初に政策パッケージ全体のフォローアップ

（施策なし） （効果）（施策あり）

● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など様々な課題。さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律
が2024年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

● 何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。
● 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、（１）商慣行の見直し、（２）物流の効率化、（３）荷主・消費者の行動変容

について、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定。

中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化(※)も含め確実に整備。
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● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など
様々な課題。

● さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律が2024年
4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

「政策パッケージ」の構成輸送力不足の見通し（対策を講じない場合）

荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための
環境整備に向けて、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定。

中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化も含め確実に整備。

１．具体的な施策
（１）商慣行の見直し
（２）物流の効率化
（３）荷主・消費者の行動変容
２．施策の効果
３．当面の進め方

令 和 5 年 ６ 月 ２ 日
我が国の物流の革新に
関 す る 関 係 閣 僚 会 議
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① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減
（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的
措置等の導入

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、
物流コスト込み取引価格等の見直し

③ 物流産業における多重下請構造の是正に向け
た規制的措置等の導入

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続
的なフォロー及びそのための体制強化
（トラックGメン（仮称））

⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃
収受・価格転嫁円滑化等の取組み

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し

出典：トラック輸送状況の実態調査(R2)

荷待ち・荷役
3時間超

● 物流の適正化・生産性向上を図るため、荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）の双方において
非効率な商慣行を見直す。

荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳
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① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減【農水省、経産省、国交省等】

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❶

待機時間、荷役時間の削減等を通じてトラックドライバーの労働時間を削減するとともに、納品回数の減少等を
通じた総輸送需要の抑制や物量の平準化により効率的な物流を実現するため、発荷主企業、物流事業者、着
荷主企業が連携・協働して、改善を図る必要がある。このため、事業規模や貨物特性といった事情を勘案しつつ、
それぞれの事業者に対して、物流負荷の軽減に向けた計画作成や実施状況の報告を求めるとともに、取組みが
不十分な事業者に対して、勧告、命令等を行う規制的措置等の導入等に向けて取り組む。
この規制的措置の導入を前提として、物流の適正化・生産性向上に向けて荷主企業・物流事業者が取り組む

べき事項（ガイドライン）を示し、これに則して大手の荷主企業・物流事業者が業界・分野別に「自主行動計
画」を作成し、今年度中に前倒しで実施することを図るとともに、運送契約に含まれる荷待ち・荷役等の範囲を明
確化し、正当な対価の収受を促進する。

食品を製造した日から賞味期限までの期間の3分の1の間に納品が求められる商慣行（3分の1ルール）が存
在しており、現在その見直しを進める過程で納品期限が3分の1のものと2分の1のものが混在し、物流及び在庫
管理を複雑化させている。また、特に日販品で受発注後翌日納品を求める短いリードタイムが主流となっており、
トラックの夜間運転や倉庫の夜間作業などをもたらしている。こうした3分の1ルールや短いリードタイム等食品物流
の商慣行の見直しについて、官民で構成する協議会等の場を通じて食品事業者に対して働きかけを行う。
これら商慣行の見直しについて、上記①と同様、ガイドラインの提示や自主行動計画の作成等により、今年度

中に荷主企業が前倒しで実施することを図る。
また、繁忙期を避けた発注やその大ロット化、パレチゼーション等、物流効率化を意識した商取引が進められるよ

う、物流サービスや需給状況に応じて価格を変動させる「メニュープライシング」や「ダイナミックプライシング」の取組
み等、商取引における物流コストの見える化の推進に向けて取り組む。

② 納品期限、物流コスト込み取引価格等の見直し【農水省、経産省、消費者庁】

【※下線部分については今年中に実行】

5



１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❷

③ 物流産業における多重下請構造の是正【国交省】
多重下請構造にあるトラック事業において、実運送事業者の適正な運賃の確保による賃金水準の

向上等を実現するため、元請事業者等が実運送事業者を把握できるよう、台帳作成等に係る規制
的措置の導入等に向けて取り組む。

この規制的措置の導入を前提として、上記①と同様、ガイドラインの提示や自主行動計画の作成
等により、今年度中に大手の荷主企業・元請運送事業者が前倒しで実施することを図る。
また、トラック事業に係る必要な安全規制の見直しを図るとともに、悪質な事業者が利益を得ると

いったモラルハザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化してい
ると認められるトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行
う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施する。

【※下線部分については今年中に実行】
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物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

（１）実施が必要な事項
・荷待ち時間・荷役作業等に係る時間の把握
・荷待ち・荷役作業等時間
2時間以内ルール/1時間以内努力目標

１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項

・物流管理統括者の選定
・物流の改善提案と協力
・運送契約の書面化 等

（２）実施することが推奨される事項
・予約受付システムの導入
・パレット等の活用
・検品の効率化・検品水準の適正化

・物流システムや資機材(パレット等)の標準化
・共同輸配送の推進等による積載率の向上
・荷役作業時の安全対策 等

（１）実施が必要な事項
・出荷に合わせた生産・荷造り等

２．発荷主事業者としての取組事項

・運送を考慮した出荷予定時刻の設定
（２）実施することが推奨される事項

・出荷情報等の事前提供
・物流コストの可視化

・発送量の適正化 等

（１）実施が必要な事項
・納品リードタイムの確保

3．着荷主事業者としての取組事項

（２）実施することが推奨される事項
・発注の適正化 ・巡回集荷(ミルクラン方式) 等

（１）実施が必要な事項
〇共通事項
・業務時間の把握・分析
・長時間労働の抑制
・運送契約の書面化 等

4．物流事業者の取組事項

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握
・トラック運送業における多重下請構造の是正
・「標準的な運賃」の積極的な活用

（２）実施することが推奨される事項
〇共通事項
・物流システムや資機材(パレット等)
の標準化

・賃金水準向上

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・倉庫内業務の効率化
・モーダルシフト、モーダルコンビネーションの促進
・作業負荷軽減等による労働環境の改善 等

5．業界特性に応じた独自の取組

業界特性に応じて、代替となる取組や合意した事項を設定して実施する。
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１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❸

トラック事業、内航海運業及び倉庫業に係る燃料等の価格上昇分を反映した適正な運賃・料金収受に関する周知
及び法令に基づく働きかけ等を実施する。また、トラック事業者をはじめとする物流事業者は荷主企業に対する交渉力が
弱く、コストに見合った適正な運賃・料金が収受できていないことから、取引環境の適正化を強力に推進する。また、運
賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取り組む。
労務費を含めた、適切な価格転嫁の実現を図るため、下請Ｇメンによるヒアリング結果を踏まえた自主行動計画の改

定・徹底や、価格交渉促進月間の結果に基づく情報公開と指導・助言などに、関係省庁でより一層連携して取り組む。
特に、トラック運送業については、依然として荷主企業起因の長時間の荷待ちや、運賃・料金の不当な据え置き等が

十分に解消されていないことを踏まえ、トラック法に基づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」及び「標準的な運賃」の制
度について、延長等所要の対応を検討する必要がある。また、適正運賃の収受を確保するため、契約の電子化・書面
化を図る規制的措置の導入等に向けて取り組む。労働条件の改善と取引環境の適正化を図るため、国土交通省、公
正取引委員会、経済産業省、農林水産省、厚生労働省等の関係省庁でより一層緊密に連携し、トラック法に基づく
荷主企業等への「働きかけ」「要請」等を徹底する。

上記④及び⑤に掲げた適正な運賃収受・価格転嫁の円滑化やトラック法に基づく荷主企業等への要請の強化、情報
公開等の措置の具体的内容について、今年中に成案を得る。

⑤ 担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等
【国交省、経産省、公取委、農水省、厚労省、消費者庁】

【※下線部分については今年中に実行】

④ トラックＧメン（仮称）の設置等【国交省、厚労省】
「トラックＧメン（仮称）」を設置し、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある

荷主企業・元請事業者の監視を強化する。
また、当該Ｇメンによる調査結果を貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号。以下「トラック法」という。）に
基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保する。
加えて、自動車運転者の健康と労働条件を確保するため、自家用自動車により自社の貨物を輸送する事業者につい

ても、労働基準法や改善基準告示の遵守の徹底を図る。
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トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化

トラックドライバーは、労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が喫緊の課題。
働き方改革の一環として、2024年4月からドライバーに時間外労働の上限規制（年960時間）が適用されるが、これによる物流への
影響が懸念（「2024年問題」）。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への「働きかけ」「要請」等による是正措置を講じてきたが、2024年問題を前
に、強力な対応が必要。
このため、新たに「トラックGメン」を設置することで荷主等への監視体制を緊急に強化し、荷主対策の実効性を確実なものに。

⇒ 令和5年7月21日、162名体制※で本省及び地方運輸局等に設置
※緊急増員80名（本省２名、地方運輸局等19名、運輸支局等59名）、既存定員との併任等82名（本省13名、地方運輸局等16名、運輸支局等53名）

国土交通省
（本省、地方運輸局・支局）

トラック事業者

関係省庁
（中企庁、公取委、厚労省）

荷主
・

元請トラック事業者

荷主所管省庁
（経産省、農水省 等）

連携 連携

トラックGメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化
トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し

情報収集力を強化（2023年度～）
トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し

情報収集力を強化（2023年度～）
トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」

制度 の執行力を強化（2023年度～）
トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」

制度※の執行力を強化（2023年度～）

トラック法に基づ
く是正措置情報収集

※2018年に議員立法で制定。2023年6月に適用期限を「当分の間」に延長。 9



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要（令和５年法律第６２号）

令和６年４月からの時間外労働の上限規制を見据え、平成３０年の議員立法において時限措置として、「標準的な運賃」と「荷主

対策の深度化」の制度を創設

一方、新型コロナウイルスや原油価格高騰などの影響を受け、トラック事業者の経営状況はいっそう厳しさを増しており、荷待ち

時間の削減や適正な運賃の収受等により、労働条件を改善し、担い手を確保するための取組は道半ば

働き方改革の実現と安定的な輸送サービスを確保するため、「標準的な運賃」や「働きかけ」等の制度を継続的に運用すること

が必要

改正の目的

改正の概要

荷主対策の深度化

トラック事業者の法令遵守に係る国土交通大臣による荷主への働きかけや要請

等の規定

標準的な運賃

運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標としての

「標準的な運賃」制度（令和２年４月告示） ⇒セミナーや各種協議会による周知・浸透

【時間外労働規制が適用される（令和６年３月）までの時限措置】

働きかけ 要 請 勧告・公表

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

現行

改正後
上記について「当分の間」の措置とする

【成立：令和５年６月１４日、公布・施行 ： 令和５年６月１６日】

43.2%

12.2%

12.2%

12.2%

10.1%

7.9%

2.2% 長時間の荷待ち

依頼になかった附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

過積載運行の要求

無理な配送依頼

拘束時間超過

異常気象時の運行指示

違反原因行為の割合

「働きかけ」等の実施件数

要請：４件 働きかけ：８２件
※令和元年7月～令和５年５月末までの累計

違反原因行為の割合
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１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❹

トラック法に基づく「標準的な運賃」について、荷主企業等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費
用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう、今年中に、「標準
運送約款」や「標準的な運賃」について所要の見直しを図る。
また、新たに設置する「トラックG メン（仮称）」により、「標準的な運賃」の活用状況についての監視を強化し、その調

査結果や下請振興法に基づく指導・助言も活用して、適正な取引を阻害する疑いがある荷主企業等に対してはトラック
法に基づく「働きかけ」「要請」等を行うことにより、「標準的な運賃」制度の実効性を確保し、適正な運賃収受を実現す
る。

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底【国交省】

【※下線部分については今年中に実行】
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１．具体的な施策 （２）物流の効率化
● 物流GX・DX・標準化等により、新技術も活用しつつハード・ソフト両面で物流を効率化する。

① 即効性のある設備投資の促進
（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）

② 「物流GX」の推進
（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、

車両・船舶・物流施設・港湾等の脱炭素化等）

③ 「物流DX」の推進
（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、

サイバーポート、フィジカルインターネット等）

④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）

⑤ 道路・港湾等の物流拠点に係る機能強化・土地利用
最適化や物流ネットワークの形成支援

⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金

の実現
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
⑨ ダブル連結トラックの導入促進
⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進

EVトラック 太陽光発電

自動フォークリフト自動運転求貨・求車システム

モーダルシフト

「物流GX」の例

「物流DX」の例

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた
荷主・元請事業者等を通じた取組強化

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成
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１．具体的な施策 （３）荷主・消費者の行動変容
● 荷主企業や消費者の意識改革・行動変容に向けて、広報活動にとどまらず、新たな仕組みの導入を

含めて取り組む。

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す
規制的措置等の導入

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表
する仕組みの創設

③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み

④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率
「半減」に向けた対策含む）

⑤ 物流に係る広報の推進

○物流危機に対して問題意識を持っているか

○物流危機対策の取組を実施しているか

出典：第７回持続可能な物流の実現に向けた検討会資料

荷主企業・物流事業者の問題意識と取組状況
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２．施策の効果（2024年度分）

※ 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

（施策なし） （施策あり） （効果）

合計： 14.3ポイント

３．当面の進め方
・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」「標準的な運賃」
の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

・ 2024年における規制的措置の具体化を前提としたガイドラインの作成・公表等

2024年初

2023年末

速やかに

2024年初

政策パッケージ
全体の

フォローアップ
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持続可能な物流の実現に向けた検討会について

人口減少に伴う労働力不足に加え、トラックドライバーの時間外労働規制（物流の「2024年問題」）、カーボン
ニュートラルへの対応、燃料高・物価高の影響を踏まえ、着荷主を含む荷主や一般消費者を含め、取り組むべき役
割を再考し、物流を持続可能なものとするための検討会を開催。（事務局：経産省・国交省・農水省）

■論点
1. 労働時間規制による物流への影響
2. 物流の危機的状況に対する消費者や荷主企業の理解が不十分
3. 非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化
（発荷主～物流事業者、元請事業者～下請事業者、発荷主～着荷主)

■スケジュール（想定）

・ 2022年9月2日に第１回を開催。

・ 2023年2月8日に中間取りまとめを公表。

・ 2023年7月3日～8月3日 最終取りまとめ案に対する

パブリックコメントを実施。

・ 2023年8月31日に最終取りまとめを公表。

4. 着荷主の協力の重要性
5. 物流標準化・効率化（省力化・省エネ化・脱炭素化）の
推進に向けた環境整備

＜委員＞ ◎は座長
大島 弘明 株式会社ＮＸ総合研究所 取締役
小野塚征志 株式会社ローランド・ベルガーパートナー
北川 寛樹 アクセンチュア株式会社 製造・流通本部

マネジング・ディレクター
河野 康子 一般財団法人日本消費者協会理事
首藤 若菜 立教大学 経済学部 教授
高岡 美佳 立教大学 経営学部 教授

◎根本 敏則 敬愛大学 経済学部 教授
二村真理子 東京女子大学 現代教養学部 教授
北條 英 公益社団法人日本ロジスティクス

システム協会 理事
矢野 裕児 流通経済大学 流通情報学部 教授

＜事務局＞
経済産業省 商務・サービスグループ物流企画室
国土交通省 総合政策局 物流政策課
国土交通省 自動車局 貨物課
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
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持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ

16

（２）物流プロセスの課題の解決（非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力）
① 待機時間、荷役時間等の労働時間削減に資する措置及び納品回数の減少、リードタイムの延長等、物流の

合理化を図る措置の検討
② 契約条件の明確化、多重下請構造の是正等の運賃の適正収受に資する措置の検討
③ 物流コスト可視化の検討
④ 貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への働きかけ等及び標準的な運賃の制度の継続的な運用等
⑤ トラックドライバーの賃金水準向上に向けた環境整備の検討

（３）物流標準化・効率化（省力化・省エネ化・脱炭素化）の推進に向けた環境整備
① デジタル技術を活用した共同輸配送・帰り荷確保等の検討
② 官民連携による物流標準化の推進の検討
③ 物流拠点ネットワークの形成等に対する支援の検討
④ モーダルシフトの推進のための環境整備の検討
⑤ 車両・施設等の省エネ化・脱炭素化の推進に向けた環境整備の検討
⑥ その他生産性向上を図るための措置の検討

（１）荷主企業や消費者の意識改革
① 荷主企業・物流事業者の物流改善を評価する仕組みの創設
② 経営者層の意識改革を促す措置
③ 消費者の行動変容を促す方策の実施
④ 物流に係る広報の強化

【持続可能な物流の実現のために取り組むべき政策】



トラック運転者の働き方改革に向けた

厚生労働省の取組について

厚生労働省 岐阜労働局 監督課

【資料２】



１．厚生労働省、労働局の取組について

（参考）

１．時間外労働の上限規制について

２．改善基準告示の改正内容について



厚生労働省、労働局の取組

県下７労基署において、トラック事業者向けに、各３回以上開催。

説明内容は、改正改善基準告示、時間外労働の上限規制、各種助成金等。

原則Zoomによるオンライン開催のため、どこからでも参加可能。

自動車運転者の「新しい働き方セミナー」の開催

2

具体的な相談や助言を希望するトラック事業者には、個別訪問を実施。

法令の趣旨・内容の周知、各事業場の実態に応じた改善策の提案、各種支援策の紹介などを行う。

個別訪問による相談支援

長時間の荷待ちに関する情報等に基づき、発着荷主や道路貨物運送業の元請事業者を訪問し、長時間の恒

常的な荷待ちの改善、改正改善基準告示の周知及び遵守への協力を要請。

「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」を開設し、情報を収集。

発着荷主等への要請



厚生労働省、労働局の取組

運送事業者や荷主に向けた、トラック運転者の長時間労働改善のための相談センターを設置。

運送事業者における労務管理上の改善や、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善について、運送

事業者及び発着荷主からの相談を受け付け、回答、コンサルティングを行う。

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター（厚生労働省）

令和５年２月に大幅リニューアル。

改善基準告示特設ページ、改善事例、長時間労働の改善に活用できる情報、各種統計などを掲載。

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト（厚生労働省）

3

トラック運転者等の働き方の改善には、「国民」の理解と協力が必要なため、上限規制の円滑な施行に向

け、動画、WEB広告などの広報を展開し、広く機運醸成を図る。

適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト はたらきかたススメ（厚生労働省）



１．厚生労働省、労働局の取組について

（参考）

１．時間外労働の上限規制について

２．改善基準告示の改正内容について



▸ 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間
未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度

▸ 自動車運転の業務、建設事業、医師等は適用猶予・除外業務（事業）とされ、改正法施行後５年間（令和６年３月まで）は
上記一般則の適用はない。

▸ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き
検討する旨を附則に規定。

▸ 自動車運転業務従事者への上限規制の適用とあわせて改善基準告示についても見直す必要がある。

時間外労働の上限規制について

5

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年720時間

・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限（原
則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ

１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）
月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



▸ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。
▸ 一方、一般労働者に適用される、４５時間超えの上限回数（６か月まで）、単月上限（１００時間未満）、複数月平均上限
（８０時間以内）については適用がない。
→ ただし、この場合であっても、改善基準告示に定める拘束時間を遵守する必要がある。

適用猶予業種における時間外労働の上限規制

6

【令和６年４月～】【現在】

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ － － － ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－ － －
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － － － － －

複数月
平均上限
(※)

８０ － － － － －

年

限度時間
（原則）

３６０ － － － ３６０ －

上限 ７２０ － － － ７２０ －

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ ４５ ４５ ４５ ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－
適用
あり

－
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － １００

(注1)
１００
(注２) １００ －

複数月
平均上限
(※)

８０ － ８０
(注1) － ８０ －

年

限度時間
（原則）

３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ －

上限 ７２０ ９６０ ７２０
９６０
(※)(注３)

１,８６０
(※)(注４)

７２０ －

※ 休日労働も含む。
注１： 災害の復旧・復興の事業は、単月上限１００時間・複数月平均上限８０時間の規制は適用されない。
注２： 時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込まれる者は、３６協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注３： 医業に従事する一般の医師にかかる基準（Ａ水準）。休日労働を含む。
注４： Ｂ水準、連携Ｂ水準、Ｃ水準の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。

面接指導、労働時間が特に長時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を３６協定に定めることが必要。



１．厚生労働省、労働局の取組について

（参考）

１．時間外労働の上限規制について

２．改善基準告示の改正内容について



１か月の拘束時間

8

【１か月あたりの拘束時間について】
法定労働時間、労働した場合の１か月あたりの拘束時間は
１年間の法定労働時間：４０時間 ×５２週＝２,０８０時間
１年間の休憩時間 ： １時間×５日×５２週＝ ２６０時間
（２,０８０時間＋２６０時間）÷１２か月＝１９５時間

３,３００時間÷１２か月＝２７５時間
２７５時間－１９５時間 ＝ ８０時間

※この計算は、事業場ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや、
月の日数の違いを考慮していないため、あくまでも「目安」である。

現行

▸ 拘束時間は、１か月について２９３時間を超えな
いものとする。

▸ ただし、労使協定があるときは、１年のうち６か月
までは、１年間についての総拘束時間が３,５１６時
間を超えない範囲内において、１か月の拘束時間を
３２０時間まで延長することができる。

見直し後

【原則】
▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、
１か月の拘束時間が２８４時間を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定により、年間６か月までは、年間の総
拘束時間が３,４００時間を超えない範囲内において、
１か月の拘束時間を３１０時間まで延長することができ
るものとする。この場合において、１か月の拘束時間が
２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないもの
とし、１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未
満となるよう努めるものとする。

【例外】



１日の拘束時間
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現行

▸ １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１６時間とする。
この場合において、１日についての拘束時間が１５
時間を超える回数は、１週間について２回以内とす
る。

【原則】

【例外】

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１５時間とする。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべ
て長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場
合、当該１週間について２回に限り最大拘束時間を
１６時間とすることができる。

③ ①②の場合において、１日についての拘束時間が
1４時間を超える回数（※）をできるだけ少なくする
よう努めるものとする。
（※）通達において、「１週間について２回以内」を目安として

示すこととする。

見直し後



１日の休息期間
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現行

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。 ① 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう
努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものと
する。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて
長距離貨物運送（※１）であり、かつ、一の運行（※２）に
おける休息期間が住所地以外の場所におけるものである
場合、当該１週間について２回に限り、継続８時間以上
とすることができる。この場合において、一の運行終了
後、継続１２時間以上の休息期間を与えるものとする
（※３）。
※１
一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。

※２
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで
をいう。

※３
一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合には、
当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

【原則】

【例外】

見直し後



《運転時間》
▸ 現行どおり

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間(１回が概ね連続１０分以上（※）で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、
４時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原
則休憩とする。
（※）通達において、「概ね連続１０分以上」とは、

例えば、１０分未満の運転の中断が３回以上連続しないこと等
を示すこととする。

▸ ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に
駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続
運転時間が４時間を超える場合には、３０分まで延
長することができるものとする。

運転時間、連続運転時間

見直し後現行
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《運転時間》
▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週
間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものと
する。

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。）は、
４時間を超えないものとする。

【原則】

【例外】



▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し（ア～エに掲げる場合に限る）、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記

録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要し

た時間を除くことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常どおりの休息期間を与えるものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合

イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合

ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合

エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

例外的な取扱い
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新設

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合
に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除
くことができることとする。

▸ 勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
（※）休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

（具体的な事由）
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

予期し得ない事象の考え方



特例①（分割休息）
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16:00

3:00 10:00

終業 始業

【例】（見直し後）

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与える
ことが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時
間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
当たり継続４時間以上、合計１０時間以上でなければならない
ものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必
要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度とする。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

現行
▸ 業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（※）の休息期間
を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における
全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及
び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとす
る。
（※）長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、１週間における運

行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間
が住所地以外の場所におけるものである場合は継続８時間以上

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
回当たり継続３時間以上、合計１０時間以上でなければならな
いものとする。

▸ なお、一定期間は、１か月程度を限度とする。
▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるが、３分割さ
れた休息期間は１日において合計１２時間以上でなければなら
ないものとする。

▸ この場合において、休息期間が３分割される日が連続しない
よう努めるものとする。

見直し後

始業
10:00 17:00 20:00 3:00

始業
10:00

7時間 3時間 7時間 7時間

4時間 4時間 4時間 3時間 4時間 5時間

・１回当たり継続３時間以上、合計10時間以上

・３分割の場合は、合計12時間以上

拘束時間 休息期間

始業
10:00 14:00 18:00 22:00 1:00 5:00

始業
10:00



復路（途中運転交代）往路（途中運転交代）

特例②（２人乗務）

現行

見直し後

【例】（見直し後：ア・イの要件を満たす車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合）

最大拘束時間28時間以下

労働時間
12時間

(運転、荷待ち等)

休息期間
11時間

始業 終業
休息期間11時間以上

1:00 9:0013:00 17:00

▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。）
においては、最大拘束時間を２０時間まで延長することができる。また、休息期間は４時間まで短縮することができる。

▸ 現行どおり
▸ ただし、当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベッド又はこれに準ずるもの（以下「車両内ベッド等」という。）であるときは、拘
束時間を２４時間まで延長することができる。
また、当該車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を２８時間まで延長することができる。
この場合において、一の運行終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるものとする。
ア 車両内ベッドは、長さ１９８cm以上、かつ、幅８０cm以上の連続した平面であること。
イ 車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

労働時間
８時間

(運転、荷待ち等)

拘束時間 合計28時間

仮眠時間
８時間
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【資料３】
令和５年度の協議会における取組について

岐阜県トラック輸送における
取引環境・労働時間改善地方協議会事務局

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ２ 日



○トラック運送事業者、経済団体・荷主企業、一般消費者に届く周知・啓発活動
①トラック運送事業者に対する周知・啓発活動
・改正改善基準告示、各種ガイドライン等の周知のためのセミナーや説明会の開催
・トラック協会広報誌、メールマガジン、ホームページﾞ等を活用した広報活動の実施
②経済団体・荷主企業に対する周知・啓発活動
・関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会の開催
・経済団体に対する協力要請の実施
③一般消費者に対する周知・啓発活動
・バス車両等において車内及び車外広告を掲出

○荷待ち時間実態調査
・トラック運送事業者、荷主企業協力のもと、荷待ち時間の実態調査を実施
→ 荷待ち時間を業務毎（到着～受付～荷積・荷卸し～出庫）に細分化して調査・分析を行い、削減可能な時間を洗い出し、

荷主企業に提案するための基礎データとすることでトラックドライバーの長時間労働の改善・生産性向上を目指す

令和５年度の協議会における取組について

令和6年度からのトラックドライバーへの時間外労働上限規制の適用開始まで残り約6ヶ月となり、持続可能な物流の実
現に向け、トラックドライバーの長時間労働の改善と生産性向上の必要性について荷主企業・一般消費者の理解を深め
るため、継続して周知・啓発活動等を実施していく。

時間外労働の
上限規制

R6.4

月60時間超の
時間外割増

R5.4

協議会スケジュール（案）

協議会
（2月頃）

協議会
（9月22日）

取組みの推進 1

R5.6

取組み内容の検討・調整（※周知・啓発活動は年間を通して実施）

・物流の適正化・生産性向上にむけた荷主事業者・
物流事業者の取組に関するガイドライン
・物流革新に向けた政策パッケージ

協議会での令和５年度の取組
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令和５年度の協議会における取組について

トラック運送事業者に対する周知・啓発活動

１．周知
・改正改善基準告示の周知パンフレットを配布
・岐阜労働局のオンライン説明会についてメールマガジン等で周知
・荷主企業への「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善
基準告示）遵守」に係る協力依頼文書の送付
※国土交通省・全日本トラック協会の連名で荷主企業約50,000社に
対して郵送

２．セミナー
（１）改正改善基準告示＆行政監査の現状に係る研修会
開催日：令和５年２月１６日

〇講 師：岐阜労働局労働基準部監督課 監察監督官 中村 賢司 氏
内 容：自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正内容

〇講 師：中部運輸局岐阜運輸支局 運輸企画専門官 中野 慎也 氏
内 容：最近の行政監査における傾向と管理上の注意すべきポイント

（２）２０２４年問題への対策セミナー
開催日：令和５年４月１０日、１１日

○講 師：株式会社瀧澤･佐藤事務所 代表取締役 瀧澤 学 氏
内 容：改善基準告示改正の経緯、割増賃金の計算方法から実践的な

トラブル予防策と対応方法など

（３）２０２３年問題解決に向けたセミナー
開催日：令和５年８月４日

○講 師：アドバンス社会保険労務士法人 大野 耕司 氏、吉田 祐里子 氏
古田竹中法律事務所 弁護士 竹中 雅史 氏

内 容：2023年問題の基本的な内容解説、会員事業者からの質疑応答
会員事業者宛に期間限定で動画配信中

●これまでの取組

（１）２０２４年問題対策セミナー
開催日：令和５年１０月３０日

○講 師：アドバンス社会保険労務士法人 大野 耕司 氏、吉田 祐里子 氏
古田竹中法律事務所 弁護士 竹中 雅史 氏

内 容： 2024年問題の基本的な内容解説、会員事業者からの質疑応答

（２）令和５年度改善基準告示解説セミナー
開催日：令和５年１１月１６日

○講 師：株式会社ＮＸ総合研究所 シニア・コンサルタント 金澤 匡晃 氏
内 容：改善基準告示改正の趣旨、改正内容の解説、Ｑ＆Ａの解説、３６協定の解説

●今後の取組（予定）
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令和５年度の協議会における取組について

関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会の開催

『物流の2024年問題セミナー』
（愛知県 令和5年6月29日）

『どうなる物流 2024年問題セミナー』
（静岡県 令和5年9月19日）

令和6年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制適用まで残り約6か月となり、改めて荷主企業に対する
周知・啓発を行い、持続可能な物流の実現に向け、荷主企業とトラック運送事業者との連携強化・理解を深めることを
目的としたセミナー・説明会を開催する。
【 案】
日 時：11月下旬～1月中旬の開催を予定（※1時間30分～2時間程度）
場 所：100～150名程度が収容できる会場を予定（※現地会場＋Web同時配信）
対 象：荷主企業（及びトラック運送事業者）
内 容：＜案＞①特別講演 ②トラック運送事業者事例紹介 ③荷主企業事例紹介

＜案＞①特別講演 ②荷主企業事例紹介 ③パネルディスカッション（荷主企業・トラック運送事業者）
共 催：岐阜県商工会議所連合会、岐阜運輸支局、岐阜労働局、（一社）岐阜県トラック協会

『運べない 届かない危機 物流クライシス2024』
（三重県 令和5年9月8日）

中部運輸局管内協議会の取組
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令和５年度の協議会における取組について

経済団体に対する協力要請の実施

【参考】協力要請のイメージ
※写真と文書は、令和5年3月3日（金）、中部運輸局長、中部経済産業局長、愛知労働局長が合同で一般社団法人中部経済連合会を訪問し、協力を
お願いしたもの

令和5年6月2日、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において「物流革新に向けた政策パッケージ」が策定
され、同「政策パッケージ」に基づく施策の一環として、経済産業省、農林水産省、国土交通省において、発荷主企業
・着荷主企業・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・ 生産性向上に向けた荷主事業者・
物流事業者の取組に関するガイドライン」が策定されたところ。
また、令和5年8月、「持続可能な物流の実現に向けた検討会」において「最終とりまとめ」が公表され、持続可能な
物流の実現のために取り組むべき政策について方向性が示されたところである。
トラック輸送の生産性の向上や物流の効率化、取引環境の適正化について、引き続き、関係者間で連携し取組を進めて
いくため、県内主要経済団体に対し、改めて協力要請を実施する。



令和５年度の協議会における取組について

令和6年度からのトラックドライバーへの時間外労働上限規制の適用開始により、従前より労働時間を短縮していく必要
があるが、そのためには平均3時間と言われている荷待ち時間の削減に取り組む必要がある。
令和5年6月2日に策定・公表された「物流革新に向けた政策パッケージ」等には、荷主企業は荷待ち・荷役作業等にか
かる時間を把握し2時間以内とすること、トラック運送事業者は業務時間を把握・分析することとあるが、これらの時間
について正確に把握している荷主企業・トラック運送事業者は少数と想定される。
まずは、実運送を行うトラック運送事業者において、荷主企業協力のもと、実運送における荷待ち時間を業務毎に細分
化して把握し、収集したデータをもとに削減又は短縮可能な時間を洗い出し、分析を行う。

5

荷待ち時間実態調査

入門（受付） 検量

現地到着

順番が来れば 荷卸し

事務所にて

仮伝票発行

指定場所へ移動

●荷卸し（往路）

●荷積み（復路）

荷積み （複数倉庫の場合あり）

事務所にて

退門

本伝票発行

伝票と積込品のチェック

※とあるトラック運送事業者の事例 ⓪現地到着
（近隣での待機も含む）
①入門（受付）
②検量
③荷卸し
④仮伝票発行
⑤荷積み
⑥伝票積込品のチェック
⑦伝票発行
⑧退門

★トラック運送事業者
「荷主のところで長時間の荷待ちが発生している。」

Ｑ．では、業務毎にどれだけ時間がかかっているのか？
Ｑ．業務毎にかかる時間を記録すれば、その中からロスを
発見できるのでは？

定期輸送を行うトラックを抽出し、2週間～1ヶ月分の実態
を記録。
曜日、時間帯、輸送品目による差異も同時に把握すること
で荷主企業への訴求力は高まると考えられる。

荷待ち時間を詳細に把握、収集したデータをもとに削減又
は短縮可能な時間を洗い出し、分析を行うことで、荷主企
業へ提案するための基礎データとし、トラックドライバー
の長時間労働の改善・生産性向上を目指す。


